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（１） 国の防災基本計画の修正（平成 30 年６月） 

 ①平成 29 年７月九州北部豪雨の課題等を踏まえた修正 

 ②関係法令の改正を踏まえた修正 
 ③その他最近の施策の進展等を踏まえた修正 

（２） 平成 30 年７月豪雨災害対応検証を踏まえた修正【本県独自項目】 

①防災士の資格取得の促進、地域防災リーダーの養成について 

②県内市町間のカウンターパート方式による相互応援について 
③発災前からの警戒体制の強化について 

④罹災証明書の交付体制の整備について 等 
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愛媛県地域防災計画の修正 
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愛媛県地域防災計画の修正概要 
【風水害等対策編、地震災害対策編、津波災害対策編】 

 

（１）国の防災基本計画の修正（一部抜粋） 

① 平成 29 年７月九州北部豪雨の課題等を踏まえた修正 

・市町は洪水予報河川等への具体的な避難勧告等の発令基準を策定する。 

・広域的な応援体制について相互応援に係る協定締結等によって実効性を高める。 

② 関係法令の改正を踏まえた修正 

・要配慮者利用施設の管理者による避難確保計画の作成等について。 

・洪水予防河川等に指定されていない中小河川についても過去の浸水実績等を水害 

リスクとして周知する。 

・重要物流道路及びその代替・補完路の道路啓開の代行を国土交通省に要請する。 

③ その他最近の施策の進展等を踏まえた修正 

・ボランティア団体及び NPO 等との連携体制の確保に努める。 

・総務省に対して「被災市区町村応援職員確保システム」に基づいた全国の自治体 

からの応援を要請する。 

                                  等 

 

（２）平成 30年７月豪雨災害の検証結果への対応【県独自項目】（一部抜粋） 

① 防災士の資格取得の促進、地域防災リーダーの養成について 

・防災士の更なる養成を図るほか、防災士等を対象に県消防学校において地域防災 

    リーダーの養成し、実践力の向上を図る。 
 

② 県内市町間のカウンターパート方式による相互応援について 

・市長会、町村会等と連携し、災害に備え、県内市町間で平時からカウンターパート 

関係を構築することにより発災時の相互応援を迅速に実施する。 
 

③ 発災前からの警戒体制の強化について 

・発災前からテレビ会議を活用して、気象台・市町等と気象情報の共有や早めの避難・ 

事前警戒の呼びかけを行うとともに、県・市町・防災関係機関等の対応をまとめた 

タイムラインを作成する。 
 

④ 罹災証明書の交付体制の整備について 

・被災者生活再建支援システムの導入（31 年度導入）を活用した迅速な罹災証明書

の交付など、発災時における市町業務を支援する。 

等  


